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法改正概要

１.対象者 ：10日以上付与される社員
※1 2019年4月1日以降の付与が対象
※2 付与日数10日未満の社員は対象外

２.取得義務：付与日から1年以内に5日
３.法改正 ：2019年4月1日
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Step１…基本ルールの再確認

1．年間10日以上有給休暇が付与される従業員が
対象パートも10日以上あれば対象

2．付与日数のうち、5日は付与日から1年以内に
会社が時季を定めて取得させることもできる

3．従業員が申出て取得した日数は5日から除かれる

4．2019年4月1日以降の付与日から義務が発生
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Step２…現状確認

１．会社の有給休暇付与のルールと休日設定

２．有給休暇を10日以上付与される対象者の確認

■正社員、週5日勤務する契約社員、パート等（名称問わず）

■週4日勤務する労働条件の入社3年6ヵ月以上の従業員

■週3日勤務する労働条件の入社5年6ヵ月以上の従業員

３．有給取得数の過去の実績確認

⇒実績によりStep3,4での有給取得数の
方針・取得方法・実績管理方針が変わる。
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Step３…有給取得の方針検討

■Step2での現状確認の結果、大半の従業員が5日以上は有給取得できている場合
⇒特に有給取得の方針を決める必要はなく、後は取得状況の管理・チェック

をどうするかの検討

■Step2での現状確認の結果、有給を取得できていない場合
⇒次の１、２や時給者（主にパート）への方針を検討

１．単純に休暇数を増加させること
メリット …設定が簡単
デメリット…会社負担人件費の単純増

２．年間休日数を減らし、その分を有給休暇取得日とすること
メリット …確実に取得することができる
デメリット…不利益変更ととられるリスクがあるため、

休日減分の給与の上乗せしておく対策をしておいた方が良い

★時給者（主にパート）で10日付与権利者の対策
⇒ 7月か12月の賞与月にあわせて、5日分を取得させること

＊1ヶ月の中で、法定休日4日を確保した上で、実際の出勤日以外を
出勤日として設定していたと仮定した上で、有給を取得したと考える
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Step４…有給取得方法と実績管理方針検討

■パターン1：今までと同じ管理運用。但し取得日数は個別に管理要。

・有休取得は従業員の申出に任せる
・ただし、5日取得したか否かを定期的に確認して、5日未満になりそうな者に
ついて、希望を聴いたうえで個別に時季を指定して取得させる

⇒ 管理が大変。「Step3の1」を選択した場合は、このパターン1を選択できる

■パターン2：計画年休制度の導入

・年間5日を全社一斉有休取得日とする、部門ごとに取得日を決めるなど
・計画年休についての労使協定が必要

⇒ 画一的に有休を決めることとなり、業務状況によっては適さない

■パターン3：計画年休と申出年休の組み合わせ

・5日のうち２～３日を計画年休として指定、取得
・残３～2日については本人申出により取得
・それでも5日に満たない者は希望を聴いたうえで会社が個別に時季指定取得
・計画年休についての労使協定が必要

⇒ ２～３日は必ず取得できるので、管理工数が減る
計画年休があまり多すぎると不満も出かねないため、比較的オススメ
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Step５…実務上の対応

■有給休暇管理簿の作成（保存義務3年）
1.管理用の社員コードや番号など
2.労働者の氏名
3.勤続年数
4.前年から繰り越された年次有給休暇の日数
5.新規で付与された年次有給休暇の日数
6.月ごとの取得日数と取得後の残日数
7.翌年への繰り越しする日数
8.基準日

Step4でパターン2,3を選択した場合

■年間カレンダーで会社指定の有給取得日(＝計画的付与日)を決める
＊年度の前半月の指定が望ましい

■年次有給休暇の計画付与に関する事項を就業規則に規定し、労使協
定も締結（監督署への届出は不要）


